
新座市放課後児童保育室保育料基準表

備考

１ この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、保護者及び当該保護者と同一の

世帯に属する者が、市町村民税を課されない者である世帯をいう。

２ こ の 表 に お い て 、 「 所 得 割 の 額 」 と は 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第

２９２条第１項第２号に規定する所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。）の額（同法第３１４条の７から第３１４条の９まで並びに附則第５条第

３項、附則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項、

附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条の３第２項並びに附則第４５条の規定

を適用しないで計算した額をいう。）をいい、「均等割の額」とは同法第２９２条第

１項第１号に規定する均等割の額をいう。ただし、同法第３２３条に規定する市町村

民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得

た額を所得割の額又は均等割の額とする。

３ 所得割の額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が、

市町村民税の賦課期日現在において指定都市（地方自治法第２５２条の１９第１項の

指定都市をいう。以下この項において同じ。）の区域内に住所を有する者であるとき

は、これらの者を当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を

有する者とみなすものとする。

４ 保育料の額は、４月分から８月分までにあっては前年度分の市町村民税の所得割の

額及び均等割の額により、その他の月分にあっては当該年度分の市町村民税の所得割

の額及び均等割の額により算定するものとする。

５ Ｃ階層からＦ階層までの世帯において、当該世帯から児童が２人以上入室している

場合の第２子以降の児童に係る保育料の額は、それぞれ当該階層に掲げる額の２分の

１とする。

保護者の属する世帯の区分
保育料の額

（児童１人当たり月額）

Ａ
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護世帯（単給世帯を含む。）
０円

Ｂ Ａ階層を除く市町村民税非課税世帯 ０円

Ｃ
Ａ階層を除く市町村民

税の所得割の額の区分

が次の区分に該当する

世帯（市町村民税の均

等割の額のみの課税世

帯を含む。）

５，０００円未満 ３，０００円

Ｄ
５，０００円以上

５０，４００円未満
５，０００円

Ｅ
５０，４００円以上

１５６，６００円未満
８，０００円

Ｆ １５６，６００円以上 １２，０００円


